
 

 

 

 
 

2022 年６月 10 日 

各 位 

会 社 名 株式会社ユビキタス AI コーポレーション 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  長 谷 川  聡 

（ コ ー ド 3 8 5 8、 東 証 ス タ ン ダ ー ド 市 場 ） 

問 合 せ 先  

役職・氏名 執 行 役 員 管 理 本 部 長  芦 谷 耕 司 

電 話 0 3 - 5 9 0 8 - 3 4 5 1 

 

 

招集通知記載事項の一部訂正について 
 

2022 年６月９日付にてご送付いたしました「第 21 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正す

べき点がございましたので、お詫び申し上げるとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のと

おり訂正させていただきます。 

なお、訂正箇所は下線で表示しております。 

 

記 

 

１． 訂正箇所 

第21回定時株主総会招集ご通知 

36ページ 株主総会参考書類 議案 定款一部変更の件 

 

２． 訂正内容 

【訂正前】 

１．提案の理由 

当社は、2018年７月の旧エーアイコーポレーションの吸収合併時に、両社の知名度を活かすこ

とを目的として現商号へ変更いたしましたが、合併後３年が経ち、当社に対する一定の認知度を

得ることができたと判断し、企業価値及びブランド価値の向上、市場における一層の社名浸透の

ため、商号を変更いたします。また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）

附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会

資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものでありま

す。 

 

【訂正後】 

１．提案の理由 

当社は、2018年７月の旧エーアイコーポレーションの吸収合併時に、両社の知名度を活かすこ

とを目的として現商号へ変更いたしましたが、合併後３年が経ち、当社に対する一定の認知度を

得ることができたと判断し、企業価値及びブランド価値の向上、市場における一層の社名浸透の

ため、商号を変更いたします。また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）

附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会

資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものでありま

す。 

 なお、これらの定款変更の効力発生日は2022年７月１日といたします。 

 

 

以 上 


